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ゲ
マ
イ
ン
デ
再
編
成
と
地
方
自
治
ー
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
再
分
立
を

定
め
た
ニ
ー
ダ
ー
ザ
ク
セ
ン
州
法
律
が
違
憲
と
さ
れ
た
事
例

ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
第
二
法
廷
一
九
九
二
年
五
月
一
二
日
決

定
1
1
じ
d
＜
Φ
臥
O
国
。
。
9
8

【
事
実
の
概
要
】

　
本
件
は
、
ノ
イ
エ
ン
キ
ル
ヒ
ェ
ン
（
Z
Φ
⊆
Φ
口
囲
「
o
ゴ
Φ
昌
）
ゲ
マ
イ
ン

デ
（
第
一
申
立
人
）
、
フ
ェ
ヒ
タ
（
＜
0
9
母
）
市
（
第
二
申
立
人
）
、

パ
ー
ペ
ン
ブ
ル
ク
（
］
℃
鋤
O
Φ
口
げ
口
『
簡
四
）
市
（
第
三
申
立
人
）
が
、
そ
れ

ぞ
れ
の
領
域
か
ら
、
か
つ
て
各
市
・
ゲ
マ
イ
ン
デ
に
併
合
さ
れ
た
市
・

ゲ
マ
イ
ン
デ
を
再
び
分
立
さ
せ
る
こ
と
を
定
め
た
、
ニ
ー
ダ
ー
ザ
ク

セ
ン
州
の
、
「
ア
ッ
シ
ェ
ン
ド
ル
フ
（
〉
ω
o
ゴ
Φ
コ
α
o
「
噛
）
市
、
並
び
に
、

ラ
ン
ク
フ
ェ
ル
デ
ン
（
ピ
9
口
ひ
q
h
α
『
α
Φ
口
）
、
フ
ェ
ル
デ
ン
（
＜
α
a
Φ
コ
）

及
び
ム
・
ル
ズ
ム
（
ζ
巳
ω
ニ
ヨ
）
各
ゲ
マ
イ
ン
デ
新
設
に
関
す
る
一
九
九

〇
年
三
月
二
八
日
法
律
」
（
以
下
本
稿
で
は
「
再
分
立
（
閃
q
o
写
Z
2
m
q
濠
二
臼
¢
ロ
ぴ
q
）
法
」
と
称
す
る
）
に
対
し
提

起
し
た
憲
法
異
議
申
立
で
あ
る
（
俺
次
ア
評
籔
鎮
伽
％
ピ
謹
鉢
酷
砒
切
び
餌

鮪
譲
駆
録
躊
墾
ヨ
鱒
鋸
げ
帳
面
臨
‘
。
論
蝉
鰭
拙
速
絶
帆
）
。

　
申
立
人
と
な
っ
た
各
自
治
体
と
も
に
、
「
再
分
立
法
」
に
よ
っ
て
分

立
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
自
治
体
を
含
む
周
辺
自
治
体
を
、
一

九
七
二
年
か
ら
七
四
年
に
か
け
て
制
定
さ
れ
た
こ
i
ダ
ー
ザ
ク
セ
ン

州
の
ゲ
マ
イ
ン
デ
再
編
成
（
Z
Φ
二
舳
四
一
一
①
α
①
「
¢
口
口
四
）
法
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ

れ
合
併
し
て
今
日
に
至
っ
た
も
の
で
あ
る
（
峨
楠
ゼ
臣
軌
儲
に
○
量
子
妹
鋤
醗

ド
イ
ツ
で
行
な
わ
れ
た
地
方
自
治
体
の
「
領
域
改
革
（
（
｝
Φ
げ
一
Φ
け
ω
「
Φ
h
O
同
誌
）
」
の
概
要
に
つ
い

て
は
、
参
照
、
閃
「
己
。
芝
ロ
ひ
q
Φ
コ
Φ
び
O
①
σ
凶
Φ
房
お
h
o
「
ヨ
毒
α
訂
。
§
ヨ
§
巴
Φ
Q
っ
Φ
ぎ
ω
什
く
9
・

肇
蕪
勧
碁
貼
趨
忽
給
賑
談
・
暫
貯
認
砂
凶
誌
誰
単
路
藪
肇
動

噌
朗
堪
．
瀟
．
誤
聖
・
、
稽
．
耀
異
鐸
鍔
譜
㎞
7
9
躍
灘
滑
魏
鐸
船
箆

し
て
批
判
的
に
評
価
・
説
明
す
る
も
の
と
し
て
、
参
照
、
H
I
U
・
エ
ー
リ
ヒ
ゼ
ン
（
著
）
／

中
西
又
三
（
訳
）
「
国
家
組
織
の
原
理
及
び
市
民
の
自
己
決
定
手
段
と
し
て
の
地
方
公
共
団
体

聾
鄭
懸
賦
瑠
乱
丁
逢
胴
驕
噸
）
。

　
と
こ
ろ
が
「
再
分
立
法
」
一
条
乃
至
三
条
は
、
パ
ー
ペ
ン
ブ
ル
ク

市
か
ら
旧
ア
ッ
シ
ェ
ン
ド
ル
フ
市
の
区
域
を
分
立
さ
せ
ア
ッ
シ
ェ
ン

ド
ル
フ
市
を
（
一
条
）
、
フ
ェ
ヒ
タ
市
か
ら
旧
ラ
ン
ク
フ
ェ
ル
デ
ン
・

ゲ
マ
イ
ン
デ
の
区
域
を
分
立
さ
せ
フ
ェ
ヒ
タ
（
＜
Φ
o
算
p
。
）
ク
ラ
イ
ス

所
属
の
ラ
ン
ク
フ
ェ
ル
デ
ン
・
ゲ
マ
イ
ン
デ
を
（
二
条
）
、
そ
し
て

ノ
イ
エ
ン
キ
ル
ヒ
ェ
ン
・
ゲ
マ
イ
ン
デ
か
ら
旧
フ
レ
ッ
ケ
ン
ス
フ
ェ
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ル
デ
ン
（
「
一
①
O
冒
①
昌
ω
　
　
～
N
α
『
α
O
】
9
）
、
ヒ
ン
ネ
ン
カ
ン
プ
（
山
言
口
Φ
昌
－

冨
ヨ
冒
）
、
ヘ
ル
ス
テ
ン
（
国
α
お
9
昌
）
各
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
区
域
を
分

立
さ
せ
フ
ェ
ヒ
タ
・
ク
ラ
イ
ス
所
属
の
フ
ェ
ル
デ
ン
・
ゲ
マ
イ
ン
デ

を
（
三
条
）
、
そ
れ
ぞ
れ
新
設
す
べ
く
定
め
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た

同
法
七
条
二
項
は
、
自
治
体
境
界
線
を
ニ
ー
ダ
ー
ザ
ク
セ
ン
州
ゲ
マ

イ
ン
デ
法
一
八
条
二
乃
至
五
項
に
従
っ
て
取
り
決
め
る
こ
と
を
関
係

自
治
体
に
留
保
し
、
そ
し
て
七
条
三
項
は
、
連
続
し
た
都
市
周
辺
住

宅
地
領
域
の
統
一
的
な
帰
属
先
決
定
に
関
す
る
取
り
決
め
が
一
九
九

〇
年
九
月
三
〇
日
ま
で
に
パ
ー
ペ
ン
ブ
ル
ク
市
と
ア
ッ
シ
ェ
ン
ド
ル

フ
市
と
の
問
に
成
立
し
な
い
場
合
に
、
両
市
の
反
対
に
関
わ
ら
ず
、

パ
ー
ペ
ン
ブ
ル
ク
市
に
有
利
な
形
で
の
領
域
変
更
を
行
な
う
命
令
を

発
す
る
権
限
を
州
政
府
に
与
え
て
い
た
。
．

　
な
お
、
同
法
一
〇
条
は
施
行
日
を
一
九
九
〇
年
九
月
一
日
と
定
め

て
い
た
が
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
第
二
法
廷
は
、
一
九
九
〇
年
七
月
一

〇
日
判
決
（
団
W
～
N
①
『
圃
O
】
円
Q
◎
N
”
ω
一
〇
）
に
お
い
て
、
本
件
申
立
人
ら
か

ら
の
求
め
に
応
じ
て
仮
処
分
命
令
を
発
し
、
本
案
に
関
す
る
裁
断
が

な
さ
れ
る
ま
で
の
間
、
同
法
一
条
乃
至
三
条
及
び
七
条
三
項
の
発
効

を
停
止
さ
せ
た
。

　
さ
て
そ
の
本
案
の
書
面
審
理
に
お
い
て
、
申
立
人
ら
は
と
も
に
、

「
再
分
立
法
」
一
条
乃
至
三
条
各
々
が
、
基
本
法
二
八
条
二
項
…
文

に
基
づ
く
申
立
人
ら
の
権
利
を
侵
害
し
て
い
る
と
主
張
し
た
。
加
え

て
第
三
申
立
人
は
、
同
法
七
条
三
項
に
基
づ
く
命
令
授
権
が
、
特
定

性
原
則
（
じ
d
①
ω
け
一
b
P
b
P
梓
げ
Φ
一
け
ω
｛
四
『
d
［
昌
α
ω
帥
け
N
）
の
み
な
ら
ず
議
会
留
保

（
勺
鎚
二
凶
§
⑦
暮
ω
〈
o
「
げ
Φ
げ
累
累
）
を
侵
害
し
て
い
る
と
主
張
し
た
。

　
こ
の
申
立
に
対
し
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
第
二
法
廷
は
、
一
九
九
二

年
五
月
一
二
日
決
定
に
お
い
て
、
全
裁
判
官
一
、
致
で
以
下
の
如
き
判

断
を
示
し
た
。

【
決
定
要
旨
】

　
ま
ず
主
文
の
曰
く
、

　
①
「
再
分
立
法
」
一
条
乃
至
三
条
は
、
基
本
法
二
八
条
二
項
一
文

に
由
来
す
る
申
立
人
ら
の
権
利
を
侵
害
し
て
お
り
、
従
っ
て
無
効
で

あ
る
。
そ
れ
故
、
同
法
［
…
…
］
七
条
三
項
は
、
訴
訟
対
象
性
を

失
っ
た
。
②
同
法
七
条
三
項
に
対
す
る
第
三
申
立
人
の
憲
法
異
議
申

立
は
却
下
さ
れ
る
。
③
ニ
ー
ダ
ー
ザ
ク
セ
ン
州
は
、
申
立
人
ぢ
に
対

し
、
必
要
な
費
用
を
償
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
そ
し
て
同
法
廷
は
、
続
い
て
以
下
の
如
く
決
定
理
由
を
述
べ
申
立

人
ら
の
主
張
を
一
部
認
め
た
。

　
ま
ず
、
手
続
問
題
に
関
し
、
申
立
人
ら
か
ら
提
起
ざ
れ
て
い
る

「
再
分
立
法
」
一
条
乃
至
三
条
各
々
に
対
す
る
憲
法
異
議
申
立
に
つ
い
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て
は
こ
れ
を
適
法
と
し
た
。
但
し
、
同
法
七
条
三
項
に
対
す
る
第
三

申
立
人
の
異
議
申
立
に
つ
い
て
は
、
同
条
項
に
よ
る
直
接
の
害
悪

（
じ
d
Φ
ω
O
げ
≦
Φ
「
）
を
欠
い
て
い
る
が
故
に
こ
れ
を
不
適
法
と
し
て
却
下

し
た
。

　
続
い
て
実
体
問
題
に
つ
い
て
、
決
定
理
由
は
次
の
よ
う
に
述
べ
、

手
続
上
不
適
法
と
し
て
却
下
さ
れ
た
部
分
以
外
の
申
立
人
ら
の
主
張

を
認
容
し
た
。

　
1
　
基
本
法
二
八
条
二
項
一
文
の
自
治
行
政
保
障
は
、
個
々
の
ゲ

マ
イ
ン
デ
存
立
の
変
更
に
反
対
す
る
も
の
で
は
な
い
。
基
本
法
二
八

条
二
項
一
文
は
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
を
個
別
的
（
貯
島
く
こ
⊆
Φ
5
に
で
は

な
く
制
度
的
（
ぎ
ω
簿
¢
甑
8
Φ
ε
に
保
障
す
る
に
す
ぎ
な
い
。
従
っ

て
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
再
編
成
・
領
域
変
更
は
、
憲
法
上
保
障
さ
れ
る

自
治
行
政
権
の
核
心
領
域
を
、
原
則
的
に
侵
害
す
る
も
の
で
は
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
地
方
自
治
行
政
の
憲
法
上
保
障
さ
れ
る
核
心
領
域

に
は
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
存
立
・
領
域
変
更
が
、
公
共
の
福
祉
に
基
づ

き
且
つ
関
係
領
域
団
体
の
聴
聞
の
後
に
の
み
許
容
さ
れ
る
と
い
う
こ

と
が
属
す
る
。

　
1
　
再
編
成
・
領
域
変
更
措
置
に
関
わ
る
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
聴
聞
の

命
令
は
、
計
画
さ
れ
て
い
る
規
律
に
つ
い
て
の
情
報
を
ゲ
マ
イ
ン
デ

が
獲
得
す
る
と
い
う
こ
と
を
要
求
す
る
。
こ
の
情
報
は
、
再
編
成
の

計
画
と
そ
の
た
め
に
与
え
ら
れ
た
理
由
の
本
質
的
内
容
を
含
む
も
の

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
態
度
表
明
は
、
最
終
的
決

定
に
先
立
っ
て
聞
き
置
か
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
再
編
成
に
与
し
又
は
反

す
る
諸
理
由
の
衡
量
に
際
し
て
顧
慮
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
2
　
公
共
の
福
祉
を
理
由
と
す
る
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
領
域
変
更
又
は

再
編
成
の
達
成
に
関
し
て
、
勿
論
立
法
者
は
、
自
ら
が
定
立
し
た
目

標
・
理
想
像
・
基
準
に
従
っ
て
原
則
的
に
自
由
に
決
定
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
公
共
の
福
祉
に
適
う
た
め
に
は
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
領
域

存
立
に
侵
害
を
及
ぼ
す
法
律
上
の
規
律
は
、
そ
の
成
立
に
お
い
て
既

に
特
定
の
手
続
上
の
要
請
を
満
た
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
、
立

法
者
に
よ
る
問
題
解
決
は
、
そ
の
結
果
に
お
い
て
も
、
基
本
法
か
ら

導
出
さ
れ
る
べ
き
一
定
の
不
可
欠
の
価
値
基
準
を
志
向
す
る
も
の
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
再
編
成
法
の
憲
法
裁
判
上
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
は
、
個
々
の
ゲ
マ
イ

ン
デ
に
対
す
る
立
法
に
よ
る
侵
害
が
そ
れ
に
よ
っ
て
追
求
さ
れ
る
目

標
を
達
成
す
る
た
め
に
は
明
白
に
不
適
切
な
い
し
不
必
要
か
否
か
、

又
は
、
そ
の
侵
害
が
目
標
と
明
白
に
無
関
係
か
否
か
及
び
法
律
が
恣

意
的
な
顧
慮
・
区
別
を
行
な
う
も
の
で
な
い
か
否
か
に
つ
い
て
の
審

査
に
限
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
立
法
者
の
目
標
・
評
価
・
予

測
が
問
題
と
な
る
限
り
に
お
い
て
、
そ
れ
ら
が
明
白
も
し
く
は
一
義
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的
に
反
駁
可
能
か
否
か
又
は
そ
れ
ら
が
憲
法
秩
序
の
諸
原
理
に
反
す

る
か
否
か
と
い
う
こ
と
を
、
憲
法
裁
判
所
は
顧
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

　
ぎ
　
公
共
の
福
祉
を
理
由
と
す
る
正
当
化
に
鑑
み
て
も
、
再
分
立

措
置
は
特
別
な
顧
慮
を
要
す
る
。
法
律
に
よ
る
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
存
立

の
度
重
な
る
変
更
は
、
法
治
国
家
に
よ
っ
て
命
じ
ら
れ
る
法
的
安
定

性
を
充
分
に
侵
害
す
る
も
の
で
あ
る
。
法
的
安
定
性
と
は
、
こ
こ
で

は
、
存
立
・
信
頼
保
護
を
意
味
す
る
。
考
慮
さ
れ
る
べ
き
信
頼
は
、

か
つ
て
再
編
成
さ
れ
た
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
そ
れ
で
あ
る
。
加
え
て
、
ゲ

マ
イ
ン
デ
と
の
同
定
及
び
地
域
的
事
務
へ
の
関
与
の
用
意
の
た
め
に

必
須
の
住
民
の
信
頼
が
顧
慮
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
住
民
は
、
突
発

的
又
は
実
験
的
な
考
慮
の
対
象
で
は
な
く
、
持
続
的
に
隣
接
し
て
お

り
そ
の
限
り
に
お
い
て
そ
の
存
立
を
保
護
さ
れ
る
。

　
再
編
成
に
よ
っ
て
生
じ
た
状
況
に
対
す
る
単
な
る
不
満
は
、
そ
れ

だ
け
で
は
再
分
立
措
置
を
支
持
し
得
な
い
。
し
か
し
、
歴
史
・
文
化

的
発
展
、
地
理
的
関
係
、
経
済
・
社
会
構
造
又
は
そ
の
他
そ
れ
に
匹

敵
す
る
所
与
の
状
態
に
由
来
す
る
客
観
化
し
得
る
重
要
な
根
拠
に
帰

せ
ら
れ
た
な
ら
ば
、
承
認
の
不
足
は
、
一
つ
の
観
点
と
し
て
必
要
な

重
み
を
得
る
。

　
公
共
の
福
祉
に
適
合
し
た
衡
量
に
達
す
る
た
め
に
は
ハ
立
法
者
は

ま
た
、
法
律
の
計
画
に
決
定
的
な
問
題
状
況
を
相
応
に
確
認
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

　
n
　
「
再
分
立
法
」
一
条
乃
至
三
条
は
こ
れ
ら
の
要
請
に
適
っ
て

お
ら
ず
、
基
本
法
二
八
条
二
項
一
文
に
反
し
て
お
り
、
従
っ
て
無
効

で
あ
る
。

　
1
　
勿
論
こ
の
こ
と
は
、
申
立
人
ら
の
聴
聞
が
不
充
分
な
も
の
と

し
て
記
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
か
ら
直
ち
に
生
ず
る
も
の

で
は
な
い
。

　
再
分
立
計
画
に
対
す
る
文
書
に
よ
る
態
度
表
明
を
伝
達
す
る
た
め

の
［
法
律
施
行
日
か
ら
数
え
て
］
一
カ
月
の
み
の
期
間
は
、
確
か
に

極
め
て
短
い
。
し
か
し
い
ず
れ
に
せ
よ
そ
の
期
間
は
、
こ
こ
で
評
価

さ
れ
る
べ
き
立
法
手
続
に
と
っ
て
意
味
を
持
つ
さ
ら
に
別
の
事
情
を

顧
慮
し
た
場
合
、
な
お
も
充
分
で
あ
っ
た
。
諸
事
情
に
鑑
み
れ
ば
、

自
ら
の
立
場
を
報
告
す
る
た
め
に
申
立
人
ら
に
与
え
ら
れ
た
比
較
的

短
い
時
間
は
、
乏
し
す
ぎ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

　
2
　
か
つ
て
は
独
立
し
て
い
た
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
再
分
立

，
（
♂
く
一
①
α
①
『
O
⊆
ω
舳
四
一
一
Φ
α
①
吋
二
型
舳
四
）
に
よ
る
、
問
題
と
さ
れ
て
い
る
法
律

の
一
条
乃
至
三
条
に
定
め
ら
れ
た
申
立
人
ら
の
領
域
存
立
状
態
の
変

更
は
、
立
法
者
の
決
定
に
と
っ
て
有
意
な
実
態
の
解
明
、
そ
し
て
従
っ

て
諸
理
由
と
諸
反
対
理
由
と
の
衡
量
を
も
必
然
的
に
欠
い
て
い
る
と
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い
う
こ
と
か
ら
し
て
既
に
、
公
共
の
福
祉
に
依
拠
し
得
な
い
。
こ
の

こ
と
は
別
に
し
て
も
、
法
律
の
一
条
乃
至
三
条
の
各
規
定
は
、
内
容

的
に
憲
法
上
著
し
い
衡
量
の
毅
疵
に
基
づ
い
て
い
る
。

　
a
　
「
再
分
立
法
」
法
律
案
の
理
由
書
か
ら
は
、
立
法
者
が
領
域

改
革
を
再
び
問
題
と
し
て
取
り
上
げ
る
た
め
に
、
主
と
し
て
、
改
革

の
結
果
に
よ
っ
て
合
併
さ
れ
た
ゲ
マ
イ
ン
デ
に
お
け
る
住
民
の
一
部

の
現
存
す
る
不
満
に
関
し
て
立
法
者
に
報
告
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と

で
満
足
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
居
住
状
態
の
維
持

に
関
す
る
こ
の
言
明
の
独
自
の
審
査
と
判
定
及
び
住
民
全
体
の
意
思

の
顧
慮
は
、
法
律
案
の
基
礎
を
成
し
て
い
な
い
。

　
説
得
力
あ
る
衡
量
根
拠
を
得
る
た
め
に
は
、
立
法
者
は
、
就
中
、

現
存
す
る
不
満
の
原
因
と
当
該
ゲ
マ
イ
ン
デ
に
対
す
る
そ
の
効
果
を

確
定
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
充
分
に
は
な
さ
れ

な
か
っ
た
。

　
法
律
案
の
理
由
書
の
総
論
部
分
に
お
い
て
は
、
再
編
成
措
置
に
対

す
る
持
続
的
で
強
力
な
抵
抗
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
が
単
に
論
じ

ら
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
そ
の
原
因
と
し
て
、
領
域
改
革
に
対
す

る
不
満
と
並
び
、
改
革
目
標
の
非
達
成
と
誤
っ
た
方
向
へ
の
発
展
の

発
生
が
挙
げ
ら
れ
て
は
い
る
が
、
こ
の
詳
細
で
な
い
言
明
か
ら
は
、

再
分
立
が
公
共
の
福
祉
に
適
っ
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
重
要
性
が
住

民
の
中
に
お
け
る
再
編
成
措
置
に
対
す
る
持
続
的
抵
抗
に
与
え
ら
れ

る
必
然
的
根
拠
は
帰
結
さ
れ
な
い
。

　
法
律
案
の
一
条
乃
至
三
条
に
対
す
る
個
々
の
理
由
書
も
立
法
者
の

充
分
な
確
定
を
指
摘
す
る
も
の
で
は
な
い
。

　
b
　
こ
の
こ
と
は
別
に
し
て
も
、
理
由
書
そ
の
他
の
資
料
か
ら
、

再
分
立
を
目
指
す
立
法
者
に
よ
っ
て
促
進
さ
れ
る
べ
き
対
立
し
合
う

諸
利
益
の
衡
量
が
憲
法
上
の
要
請
を
満
た
さ
な
い
と
い
う
結
果
を
も

た
ら
す
、
さ
ら
に
別
の
堰
疵
あ
る
衡
量
が
帰
結
さ
れ
る
。

【
研
究
】

　
一
　
本
決
定
は
、
州
法
律
を
通
じ
た
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
分
立
一
ひ

い
て
は
再
編
成
及
び
領
域
変
更
一
に
対
す
る
憲
法
上
の
限
界
を
具

体
的
に
示
す
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
基
本
法
上
保
障
さ
れ
た
地
方

自
治
制
度
の
内
容
と
し
て
の
地
方
自
治
体
の
存
立
保
障
の
効
果
を
具

体
的
に
認
め
た
も
の
で
あ
る
。

　
ニ
　
ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
、
地
方
自
治
は
、
憲
法
上
の
重
要
な
制

度
で
あ
る
。
基
本
法
は
自
治
行
政
諸
団
体
（
ω
巴
σ
ω
零
Φ
「
≦
巴
ε
ロ
α
q
甲

評
α
壱
Φ
房
0
7
鷺
8
昌
）
の
上
に
築
き
上
げ
ら
れ
た
「
分
節
化
さ
れ
た
民

主
制
（
σ
q
①
σ
q
濠
α
Φ
暮
Φ
U
Φ
ヨ
。
汀
讐
同
Φ
）
」
へ
の
決
定
を
行
な
っ
た
と
も

言
わ
れ
る
（
劇
画
写
声
N
寵
譜
．
羅
％
。
認
船
難
鋤
野
鎗
口
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誰
鋸
顧
鹸
誰
、
鞍
．
羅
．
叢
）
。
そ
し
て
か
の
地
に
お
い
て
は
、

「
ゲ
マ
イ
ン
デ
に
は
、
地
域
共
同
体
の
全
て
の
事
務
を
、
法
律
の
範
囲

内
で
、
自
己
の
責
任
に
お
い
て
規
律
す
る
権
利
が
保
障
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
」
と
定
め
る
基
本
法
二
八
条
二
項
一
文
が
地
方
自
治

－
原
語
に
則
せ
ば
「
自
治
行
政
（
ω
①
ま
ω
零
①
「
≦
9
。
犀
巨
σ
q
）
」
或
い
は

「
地
方
自
治
行
政
（
ぎ
ヨ
ヨ
毒
巴
o
Q
り
9
げ
ω
言
魯
零
9
胃
盲
o
q
）
」
l
I
を

保
障
す
る
も
の
と
解
さ
れ
て
い
る
（
舗
麗
器
伽
馳
融
簾
位
ω
＼
9
盟
師
雛
箔

　
　
　
　
H
O
り
倉
ψ
＝
O
’
な
お
、
胃
冨
¢
ω
ω
け
。
ヨ
’
一
）
四
ω
ω
冨
碧
。
・
『
①
o
げ
け
自
①
「

N
O
・
〉
三
r

U
d
ロ
巳
。
ω
冨
窪
げ
凱
ズ
】
）
o
呉
ω
0
7
冨
巳
一
b
◎
〉
ξ
r
μ
O
。
。
倉
ω
」
O
O
に
よ
れ
ば
、
こ
の
他
、
基
本

雑
礎
酵
灘
区
罫
ど
。
揉
飯
与
る
〇
七
）
。

　
と
こ
ろ
で
ド
イ
ツ
の
公
法
学
界
に
お
い
て
も
、
学
説
上
、
地
方
自

治
の
本
質
に
つ
い
て
は
、
日
本
に
お
け
る
の
と
同
様
争
い
が
あ
る
。

即
ち
、
地
方
自
治
行
政
は
国
家
行
政
に
由
来
し
、
国
家
の
支
配
に
よ
っ

て
「
授
け
ら
れ
た
」
も
の
だ
と
す
る
説
、
つ
ま
り
は
地
方
自
治
行
政

を
「
間
接
的
国
家
行
政
」
1
基
本
法
下
で
は
こ
こ
で
の
「
国
家
」

に
該
当
す
る
の
は
州
で
あ
る
が
一
と
し
て
解
す
る
説
と
、
地
方
自

治
行
政
は
国
家
に
由
来
す
る
も
の
で
は
な
く
「
本
来
的
」
で
固
有
な

も
の
で
あ
る
と
い
う
説
と
の
間
の
争
い
で
あ
る
（
参
照
、
内
■
ω
8
コ
ノ
8
お
働
け
‘
ψ
，
ら
S
）
。

し
か
し
な
が
ら
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
K
・
シ
ュ
テ
ル
ン
の
指
摘
に

よ
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
争
い
は
単
に
理
論
的
な
性
質
し
か
持
た
な
い

の
で
あ
り
、
’
実
践
的
な
帰
結
は
そ
こ
か
ら
は
導
き
出
さ
れ
な
い
と
さ

．
れ
る
。
蓋
し
、
何
れ
の
立
場
も
、
自
治
行
政
が
国
家
の
監
督

（
》
，
⊆
h
o
o
圃
O
『
樽
）
、
少
な
く
と
も
法
遵
守
に
つ
い
て
の
監
督
を
受
け
る
こ

ど
は
認
め
て
い
る
か
ら
で
あ
る
（
ま
凶
α
．
）
。

　
三
　
い
ず
れ
に
せ
よ
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
基
本
法
二
八
条
二

項
一
文
の
保
障
内
容
と
し
て
は
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
「
法
主
体
保
障

（
閑
①
O
げ
什
◎
o
ω
口
げ
一
〇
開
什
ω
α
q
9
吋
拶
昌
梓
一
①
）
」
が
そ
こ
に
含
ま
れ
る
も
の
と
解
さ

れ
て
い
る
（
団
r
　
ω
6
ぎ
凶
α
け
・
三
二
ρ
ヨ
曽
O
O
●
O
凶
け
・
噛
ω
．
一
心
）
。
し
か
し
同
時
に
、
そ
れ
は
個
々

の
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
存
立
保
障
（
匂
d
①
ω
冨
民
ω
o
q
碧
雪
9
）
ま
で
を
も
を

含
む
も
の
で
は
な
い
と
も
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
確
か
で
あ
る

（国γ

ﾖ
O
ぎ
凶
ユ
け
・
〉
ゆ
ヨ
餌
弓
曽
O
唱
．
6
一
一
4
ω
●
一
㎝
…
芝
●
閃
O
段
Φ
「
ρ
O
唱
・
O
引
け
己
閃
身
「
晒
q
の
戯
旧
り
昌
僧
§
N
＼
N
凶
三
層
①
一
凶
¢
ω
騨
O
U
O
帥
鈴
℃
ω
・
一
同
刈
）
。
即
ち
、
連
邦
憲

法
裁
判
所
の
判
例
上
（
切
ロ
＜
①
鼠
O
国
朝
9
伊
O
［
G
n
O
］
）
、
そ
し
て
本
決
定
に
お
い
て
も
述

．
べ
ら
れ
た
よ
う
に
、
基
本
法
二
八
条
二
項
一
文
は
個
々
の
ゲ
マ
イ
ン

デ
の
存
立
を
個
別
的
に
保
障
す
る
も
の
で
は
な
く
、
単
に
ゲ
マ
イ
ン

デ
と
い
う
存
在
一
般
を
制
度
的
に
保
障
す
る
に
す
ぎ
な
い
一
つ
ま

り
、
個
々
の
ゲ
マ
イ
ン
デ
に
は
、
憲
法
上
、
「
絶
対
的
存
立
保
障
（
印
げ
ω
o
・

冨
8
じ
U
①
ω
＄
巳
ω
o
q
母
碧
二
①
）
」
が
与
え
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
．
い
命
猷

ω
o
O
≦
巴
負
閑
。
∋
ヨ
¢
コ
巴
「
8
茸
」
員
q
α
o
ω
白
。
貯
9
（
琴
ω
σ
q
．
）
嚇
じ
d
①
8
昌
α
①
「
O
ω
＜
O
ヨ
巴
・

け
§
σ
q
ω
「
8
算
餅
〉
焦
r
一
〇
〇
b
。
”
Q
り
・
切
ω
　
↓
7
8
画
。
「
鼠
鋤
§
N
（
H
O
ミ
）
噛
凶
罠
↓
冨
＆
臼

誰
蕪
畏
。
鰭
墾
。
。
．
謹
ノ
躍
．
講
賄
函
。
辞
）
。

　
つ
ま
り
、
こ
の
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
「
制
度
的
な
」
法
主
体
性
保
障
は
、

分
権
化
さ
れ
た
行
政
レ
ベ
ル
と
し
て
の
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
存
在
を
保
障
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す
る
の
だ
か
ら
、
政
治
・
経
済
・
社
会
的
観
点
に
お
け
る
「
ゲ
マ
イ

ン
デ
」
の
伝
統
的
な
像
に
合
致
す
る
数
多
く
の
ゲ
マ
イ
ン
デ
が
存
在

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
求
め
る
が
、
し
か
し
、
こ
の
保
障
は
、

歴
史
具
体
的
に
生
成
し
た
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
存
続
を
個
々
の
法
主
体
と

し
て
保
護
す
る
も
の
で
は
な
い
（
寮
ウ
。
蕪
。
昌
蝋
露
緊
囎
酷
r
軋
コ
酵
「
整
桜

鱒．
?
囎
雛
恥
尉
鋸
。
鵠
餌
．
戸
）
。
従
っ
て
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
再
編
成
・
領

域
変
更
自
体
は
、
憲
法
上
保
障
さ
れ
る
地
方
自
治
原
則
の
核
心
領
域

を
侵
害
す
る
も
の
で
は
な
い
と
さ
れ
て
い
る
（
一
げ
鐸
）
。
連
邦
憲
法
裁
判

所
も
判
例
上
こ
の
立
場
を
採
っ
て
お
り
（
じ
d
＜
①
瓜
O
国
㎝
P
㎝
O
［
㎝
O
］
）
、
本
決
定
も
同

様
の
立
場
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
故
、
憲
法
上
絶
対
的
に
禁
じ
ら
れ
る
の
は
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
と

い
う
行
政
レ
ベ
ル
を
完
全
に
廃
止
す
る
こ
と
、
又
は
、
ゲ
マ
イ
ン
デ

に
代
え
て
非
自
立
的
な
行
政
統
一
体
を
設
置
す
る
こ
と
で
あ
る
と
い

う
こ
と
が
学
説
上
指
摘
さ
れ
て
い
る
　
（
鎌
吻
。
幽
7
6
疑
鱒
浮
3
一
留
㌍

撃
㎎
e
）
。

　
但
し
、
個
々
の
自
治
体
が
、
再
編
成
又
は
領
域
変
更
に
対
し
て
、

憲
法
上
全
く
保
護
を
与
え
ら
れ
な
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
（
鱒
⑦
「
P

㏄
’
7
藤
H
範
e
”
）
。
確
か
に
、
地
方
自
治
と
い
う
制
度
的
保
障
は
、
個
々
の
ゲ

マ
イ
ン
デ
の
存
立
を
保
護
す
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
第
一
に
、

ゲ
マ
イ
ン
デ
の
任
務
た
る
生
存
配
慮
に
と
っ
て
領
域
変
更
が
不
要
で

あ
り
却
っ
て
有
害
で
あ
る
場
合
に
は
社
会
国
家
原
理
に
よ
っ
て
、
第

二
に
、
自
治
体
立
法
へ
の
市
民
の
参
画
の
前
提
と
な
る
個
々
の
ゲ
マ

イ
ン
デ
の
存
立
は
民
主
制
原
理
に
よ
っ
て
、
そ
し
て
第
三
に
、
法
的

基
礎
と
手
続
に
対
し
て
そ
の
適
切
性
と
比
例
性
を
要
求
す
る
法
治
国

家
原
則
に
よ
っ
て
、
個
々
の
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
存
立
は
保
障
さ
れ
る
と

指
摘
さ
れ
る
（
↓
『
ζ
o
ロ
自
層
。
，
9
f
幻
ユ
霞
●
ミ
舜
比
例
性
に
よ
る
保
護
に
つ
い
て
は
、
ま
た
参
照
、
芝
●
い
α
≦
Φ
5
0
P
9
け
‘
閑
自
霞
．
心
ω
）
。

　
ま
た
、
各
州
憲
法
裁
判
所
の
判
例
上
、
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
憲

法
上
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
枠
組
が
発
展
さ
せ
ら
れ
て
き
た
（
謄
獺
¢
諸
，

屍財
j
鹸
願
臨
僧
瀞
吻
㎝
。
％
．
即
謡
一
。
罪
）
。
そ
の
枠
組
に
よ
れ
ば
、
地
方
自
治

体
の
再
編
成
又
は
領
域
変
更
の
憲
法
上
の
許
容
性
に
関
す
る
一
般
的

定
式
と
し
て
は
、
個
々
の
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
再
編
成
は
、
ゲ
マ
イ
ン
デ

の
意
に
反
し
て
随
意
に
な
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
公
共
の
福
祉
に
基

づ
き
且
つ
関
係
領
域
団
体
の
聴
聞
が
な
さ
れ
た
後
に
の
み
な
さ
れ
る

と
い
う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
（
謹
．
　
閑
〇
一
①
「
ω
順
　
O
O
．
　
O
圃
e
”
　
即
胤
口
噌
・
　
ω
幽
一
　
］
円
噸
ω
0
7
ヨ
凶
山
叶
・
〉
ゆ
ヨ
鋤
口
5
糟
O
口
．
O
凶
け
こ
m
W
・
一
q
）
。
連

邦
憲
法
裁
判
所
も
、
こ
の
定
式
を
判
例
上
用
い
て
い
る
（
嬰
繊
鶴

飛
㌦
醜
餌
壷
襟
懐
邸
歩
購
導
管
鞭
勧
蝦
）
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
個
々

の
ゲ
マ
イ
ン
デ
に
は
、
憲
法
上
、
「
限
定
的
個
別
主
体
性
（
び
⑦
ω
9
昼
亭

幕
巨
三
α
琶
δ
ω
量
・
卜
書
藥
）
」
（
鯉
㎝
婚
薙
臨
監
謂
押
舞

贈
昌
．
．
）
が
保
障
さ
れ
て
い
る
と
言
う
こ
と
も
で
き
る
。
本
決
定
も
、

そ
の
定
式
に
従
っ
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
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，
四
　
こ
こ
で
は
か
よ
う
な
定
式
自
体
の
当
否
に
つ
い
て
問
う
こ
と

は
し
な
い
。
こ
の
場
合
問
題
と
さ
れ
る
べ
き
は
、
か
か
る
定
式
の
具

体
的
内
容
で
あ
る
。
と
り
わ
け
問
題
と
な
る
の
が
「
公
共
の
福
祉
」

と
い
う
正
当
化
事
由
の
内
容
確
定
と
当
該
法
律
の
合
憲
性
判
断
に

と
っ
て
の
そ
の
効
果
で
あ
る
。

　
「
公
共
の
福
祉
」
に
よ
る
正
当
化
に
際
し
顧
慮
さ
れ
る
べ
き
フ
ァ
ク

タ
ー
と
し
て
本
決
定
が
挙
げ
た
の
は
、
州
法
律
に
よ
る
ゲ
マ
イ
ン
デ

の
存
立
の
度
重
な
る
変
更
に
よ
っ
て
侵
害
さ
れ
得
る
、
法
治
国
家
に

よ
っ
て
命
じ
ら
れ
る
法
的
安
定
性
、
即
ち
ゲ
マ
イ
ン
デ
及
び
住
民
の

有
す
る
存
立
・
信
頼
保
護
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
「
公
共
の
福
祉
」

に
よ
る
正
当
化
の
根
拠
と
し
て
対
置
さ
せ
ら
れ
た
の
は
、
歴
史
・
文

化
的
発
展
、
地
理
的
関
係
、
経
済
・
社
会
構
造
又
は
そ
の
他
そ
れ
に

匹
敵
す
る
所
与
の
状
態
に
由
来
す
る
客
観
化
し
得
る
重
要
な
根
拠
に

帰
せ
し
め
ら
れ
得
る
、
・
再
編
成
に
よ
っ
て
生
じ
た
状
況
に
対
す
る
不

満
で
あ
る
。
本
決
定
で
は
、
後
者
が
再
分
立
を
帰
結
す
る
程
の
重
要

性
を
有
す
る
か
否
か
と
い
う
こ
と
が
立
法
者
に
よ
っ
て
充
分
に
明
ら

か
に
さ
れ
て
お
ら
ず
、
従
っ
て
再
分
立
が
「
公
共
の
福
祉
」
に
適
っ

て
い
る
と
い
う
よ
う
な
重
要
性
が
与
え
ら
れ
る
根
拠
は
帰
結
さ
れ
な

い
と
い
う
判
断
が
下
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
立
法
者
の
衡

量
は
製
革
あ
る
も
の
ど
断
ぜ
ら
れ
た
。

　
し
て
み
る
と
、
本
決
定
は
、
一
般
的
定
式
に
お
い
て
は
、
従
前
の

如
く
、
立
法
者
の
広
範
な
裁
量
を
認
め
た
も
の
で
あ
る
が
、
本
件
の

如
き
「
領
域
改
革
」
後
の
再
分
立
の
よ
う
な
措
置
を
と
る
場
合
に
つ

い
て
は
、
か
か
る
立
法
措
置
に
つ
い
て
の
ヨ
リ
厳
格
な
「
公
共
性
」

要
件
に
よ
る
正
当
化
を
求
め
る
と
い
う
「
特
別
な
顧
慮
」
を
払
い
、

立
法
事
実
に
つ
い
て
ヨ
リ
厳
格
な
審
査
を
行
な
っ
た
も
の
だ
と
み
る

こ
と
も
で
き
る
（
隔
繭
誠
禰
磁
性
誼
胤
青
粉
九
π
按
革
紐
舌
先
晴
至
急
」
動
鵬
ム
錫

窯
煽
夢
㌔
翻
）
。
そ
の
意
味
で
、
本
決
定
の
意
義
は
限
定
さ
れ
て
い
る

の
か
も
し
れ
ぬ
。

　
ま
た
、
本
決
定
の
理
由
づ
け
に
は
不
明
確
な
部
分
も
あ
る
。
即
ち
、

前
述
の
ゲ
マ
イ
ン
デ
及
び
そ
の
住
民
の
存
立
・
信
頼
保
護
が
、
法
治

国
家
に
よ
っ
て
命
じ
ら
れ
る
法
的
安
定
性
に
基
づ
く
と
決
定
理
由
が

述
べ
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
の
理
由
づ
け
か
ら
は
、
存
立
・
信
頼
保

護
と
い
う
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
存
立
を
支
え
る
論
理
が
、
・
基
本
法
二
八

条
二
項
一
文
が
保
障
す
る
地
方
自
治
原
則
自
体
が
ら
導
出
さ
れ
る
の

か
、
文
は
基
本
法
二
〇
条
所
定
の
法
治
国
家
原
則
か
ら
も
し
く
は
地

方
自
治
原
則
と
そ
れ
と
の
結
び
付
き
か
ら
帰
結
さ
れ
る
の
か
、
と
い

う
点
が
判
然
と
し
な
い
。
・

　
五
　
と
ま
れ
、
本
決
定
の
意
義
は
、
，
立
法
者
に
よ
る
地
方
自
治
体

の
再
編
成
・
領
域
変
更
措
置
が
、
決
し
て
立
法
者
の
一
方
的
な
自
由
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処
分
の
下
に
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
が
適
正
な
手
続
に
基
づ
く

べ
き
も
の
で
あ
り
、
そ
し
て
「
公
共
の
福
祉
」
に
よ
る
根
拠
づ
け
を

満
た
さ
ぬ
蝦
疵
あ
る
衡
量
に
基
づ
く
恣
意
的
な
措
置
が
憲
法
上
許
さ

れ
る
も
の
で
は
な
い
と
判
断
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
あ
り
得
る
と
い

う
こ
と
を
実
際
に
示
し
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。

　
さ
て
、
本
決
定
は
、
日
本
に
お
け
る
地
方
自
治
体
の
領
域
変
更
に

つ
い
て
、
憲
法
上
い
か
な
る
示
唆
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
の
か
。

日
本
に
お
い
て
は
（
鯵
野
珈
騒
撃
魏
鞍
難
灘
痛
郎

鎚
町
ゴ
酔
騨
梱
）
、
市
町
村
の
廃
置
分
合
及
び
境
界
変
更
に
つ
い
て
は

関
係
市
町
村
の
申
請
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
（
地
方
自
治
法
七
条
）
。

従
っ
て
、
市
町
村
の
廃
置
分
合
・
境
界
変
更
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
は
、

国
家
に
で
は
な
く
、
当
該
市
町
村
に
あ
る
と
言
え
る
の
だ
か
ら
、
少

な
く
と
も
現
行
法
上
は
、
本
件
に
お
け
る
が
如
き
、
或
い
は
か
つ
て

の
「
領
域
改
革
」
に
お
け
る
よ
う
な
問
題
は
生
じ
得
な
い
。

　
こ
れ
に
対
し
、
都
道
府
県
の
廃
置
分
合
・
境
界
変
更
に
つ
い
て
は

法
律
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
（
同
法
六
条
）
。
こ
の
際
、
当
該
都

道
府
県
の
意
思
に
反
し
た
形
で
な
さ
れ
る
都
道
府
県
の
廃
置
分
合
・

境
界
変
更
が
、
単
に
法
律
に
よ
る
も
の
で
あ
り
さ
え
ず
れ
ば
充
分
な

の
か
、
或
い
は
、
就
中
「
地
方
自
治
の
本
旨
」
に
鑑
み
、
そ
の
よ
う

な
措
置
に
つ
い
て
は
そ
の
内
容
に
関
し
憲
法
上
何
ら
か
の
制
約
が
存

す
る
の
か
、
と
い
う
問
題
（
手
島
孝
（
監
修
（
一
九
九
二
年
）
）
ゴ
野
薄
顛
声
枇
土
層
嘔
躰
鞘
融
畔
』

甑
縮
刷
臓
砿
年
次
纐
喝
欧
勧
勧
船
幅
鏑
練
劫
紘
職
工
醤
蝦
滞
ド
酬
事
々
舶
始
勧
本
）
を
考

え
る
に
際
し
、
本
決
定
は
示
唆
に
富
む
。

（
苗
村
辰
弥
）
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